
  

 

半
田
市
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
  

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

 

半
田
市
規
則
第
十
六
号 

半
田
市
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

半
田
市
財
務
規
則
 
昭
和
四
十
六
年
半
田
市
規
則
第
十
一
号
 
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
  第

百
二
十
五
条
第
二
項
中
 
 
前
項
第
六
号
の
場
合
は
 
三
年
 
 
を
削
り
 
同
項
に
次
の
た
だ

し
書
き
を
加
え
る
  

た
だ
し
 
前
項
第
六
号
の
場
合
 
又
は
市
長
が
市
の
施
策
を
推
進
す
る
う
え
で
必
要
と
認
め
た

場
合
は
 
三
年
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
  

 

第
百
六
十
一
条
中
た
だ
し
書
を
削
り
 
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
  

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
 
予
定
価
格
を
記
載
し
た
調
書

を
封
書
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
  

一 

市
長
が
別
に
定
め
る
契
約
に
つ
い
て
 
当
該
入
札
の
執
行
前
に
そ
の
予
定
価
格
を
公
表
し

た
場
合
  

二 

あ
い
ち
電
子
調
達
共
同
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
入
札
を
行
う
場
合
で
あ
 
て
 
公
文
書
の
収
受
 

起
案
 
決
裁
 
保
存
 
検
索
 
廃
棄
等
を
行
う
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
予
定
価
格

を
決
定
し
た
場
合
  

第
百
六
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
最
低
制
限
価
格
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
 
第
百
六
十
一
条
第
一
項

及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
  

第
百
八
十
二
条
中
 
年
十
四
・
六
パ
 
セ
ン
ト
の
割
合
に
よ
り
違
約
金
を
 
を
 
政
府
契
約
の

支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号)

第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
 
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
と
同
じ
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
違
約
金
と
し
て
 

に
改
め
る
  

別
表
第
三
中
 
二
万
円
 
を
 
三
万
円
 
に
改
め
る
  



  

 

 

様
式
第
十
五
 
第
十
七
 
第
三
十
 
第
三
十
五
 
第
三
十
六
 
第
四
十
の
一
 
第
四
十
の
二
 

第
四
十
五
 
第
四
十
六
 
第
五
十
一
の
一
及
び
第
五
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
  

 

 
別
紙
の
と
お
り
  

 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
 
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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副主幹・主査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
総務部長 財政課長 財政係長 主  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
財政課（正） 財政課（副） 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
財政課（正） 財政課（副） 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 
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副主幹・主査 

審  査 担  当 


